
 

【別紙８】 

 

 

【技能実習計画の認定の取消しの内容】 

１ 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者 

 （１）実習実施者名：鳴滝工業有限会社 

 （２）代表者職氏名：代表取締役 河原 司男、河原 研介 

 （３）所 在 地：広島県尾道市栗原町 6324 番地 

 

２ 認定の取消しを行った計画の認定番号（12 件） 

  （平成 30 年４月６日認定） 

      「認 1709005709」「認 1709005710」「認 1709005711」 

(同年４月 26 日認定) 

「認 1709007600」 

(同年５月 22 日認定) 

 「認 1709008474」「認 1709008475」「認 1709008476」 

(同年６月 15 日認定) 

 「認 1809004725」「認 1809004726」 

(同年 11 月９日認定) 

 「認 1809020858」「認 1809020859」「認 1809020860」 

 

３ 処分等内容 

   技能実習法第 16 条第１項第３号及び第７号の規定に基づき、令和２年６月 23 日を

もって技能実習計画の認定を取り消すこと。 

 

４ 処分等理由 

   労働安全衛生法違反により罰金の刑に処せられ、刑が確定したことから、出入国又

は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしたと認められ、技能実習法

第 16 条第１項第３号（同法第 10 条第９号）及び第７号に規定する認定の取消事由に

該当するため。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


